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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  簡易な構成により、短い時間で細密な３次元
超音波像を取得することを可能にして、安価で高性能な
超音波診断装置を提供すること。
【解決手段】  診断対象Ｔを押し当てるウィンドウ１６
の下方で、超音波を送受するトランスデューサ１１が回
転しつつ、その診断対象Ｔ内に送出して反射されてくる
超音波を受け取って超音波断層像Ｐを合成し生成した３
次元画像を表示装置２５に表示出力する超音波診断装置
１０において、トランスデューサ１１が往復回転して、
その往路および復路における診断対象Ｔに対する異なる
角度での超音波断層像Ｐを交互に取得することにより３
次元超音波画像を生成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  診断対象を位置させるウィンドウと、入
力された電気信号を変換した超音波を前記ウィンドウを
介して前記診断対象内に送出するとともに前記診断対象
内で反射してきた超音波を受け取って電気信号に変換し
て出力するトランスデューサと、前記診断対象に向かう
角度を変化させて前記ウィンドウを介して前記超音波を
送受可能に前記トランスデューサを回転させる回転駆動
装置と、前記トランスデューサとの間で電気信号を送受
して取得した前記超音波による前記診断対象内の複数枚
の超音波断層像を合成し３次元超音波画像を生成する３
次元画像合成装置とを具備する超音波診断装置におい
て、
前記回転駆動装置は前記トランスデューサを回動させる
とともに、
前記３次元画像合成装置は前記トランスデューサの往路
および復路における前記診断対象に対する異なる角度で
の前記超音波断層像を交互に取得して前記３次元超音波
画像を生成することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】  前記３次元画像合成装置は、前記診断対
象に対する隣接する角度での前記超音波断層像を比較し
て、前記診断対象物に予め設定されている以上の変化が
ある場合には、前記トランスデューサの前記往路または
前記復路において取得した前記超音波断層像から前記３
次元超音波画像を生成することを特徴とする請求項１に
記載の超音波診断装置。
【請求項３】  前記３次元画像合成装置は、前記超音波
断層像を合成するために取得する音線密度を変更可能に
したことを特徴とする請求項１または２に記載の超音波
診断装置。
【請求項４】  前記３次元画像合成装置は、前記トラン
スデューサの前記往路および前記復路において前記超音
波断層像を合成するために取得する音線を前記往路と前
記復路とで異なる位置から間引くことを特徴とする請求
項１から３のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項５】  前記３次元画像合成装置は、前記トラン
スデューサが前記超音波を送出してから受け取るまでの
送受時間間隔と、前記超音波断層像の合成位置間隔とに
基づいて前記トランスデューサの回転速度を変更するこ
とを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の超音
波診断装置。
【請求項６】  前記３次元画像合成装置は、前記トラン
スデューサの回転速度と、前記超音波断層像の合成位置
間隔とに基づいて前記超音波断層像を合成するために取
得する音線密度を変更することを特徴とする請求項１か
ら４のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項７】  前記回転駆動装置は、前記超音波の送受
に同期させて前記トランスデューサの回転速度を変化さ
せることを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載
の超音波診断装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波を用いて体
内臓器などの断層像を得る超音波診断装置に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】従来より、体内などを診断する部位にプ
ローブを当てて、診断対象の内部に送出して反射してく
る超音波の変化によって、その内部の状態を観察可能に
表示装置に表示する超音波診断装置が知られている。
【０００３】この種の超音波診断装置としては、例え
ば、特開平５－３４４９７５号公報に記載されており、
この装置では、アレイプローブから広がった超音波を送
出することにより、反射してくる複数の超音波を同時に
受信して、高速に３次元超音波像を作成して表示するこ
とができるようになっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな従来の超音波診断装置にあっては、複数の超音波を
並列受信をしているため、高速化・細密化するほど装置
構成や制御・処理が複雑となって、装置の価格が高価と
なってしまうという問題があった。
【０００５】本発明は、このような問題を解決するため
になされたもので、簡易な構成により、短い時間で細密
な３次元超音波像を取得することを可能にして、安価で
高性能な超音波診断装置を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明の超音波診断装置
は、診断対象を位置させるウィンドウと、入力された電
気信号を変換した超音波を前記ウィンドウを介して前記
診断対象内に送出するとともに前記診断対象内で反射し
てきた超音波を受け取って電気信号に変換して出力する
トランスデューサと、前記診断対象に向かう角度を変化
させて前記ウィンドウを介して前記超音波を送受可能に
前記トランスデューサを回転させる回転駆動装置と、前
記トランスデューサとの間で電気信号を送受して取得し
た前記超音波による前記診断対象内の複数枚の超音波断
層像を合成し３次元超音波画像を生成する３次元画像合
成装置とを具備する超音波診断装置において、前記回転
駆動装置は前記トランスデューサを回動させるととも
に、前記３次元画像合成装置は前記トランスデューサの
往路および復路における前記診断対象に対する異なる角
度での前記超音波断層像を交互に取得して前記３次元超
音波画像を生成する構成を有している。
【０００７】この構成により、トランスデューサの往路
または復路の一方で複数枚の超音波断層像を取得するよ
りも、その往路および復路におけるトランスデューサの
回転速度を速くすることができ、往路と復路のそれぞれ
で取得した少ない枚数の超音波断層像を合成して組み合
わせることにより診断対象の３次元超音波像を生成する
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ことができる。したがって、３次元超音波像の細密さを
維持しつつその３次元超音波像の取得周期を高速化する
ことができる。
【０００８】本発明の超音波診断装置は、上記発明の特
定事項に加えて、前記３次元画像合成装置は、前記診断
対象に対する隣接する角度での前記超音波断層像を比較
して、前記診断対象物に予め設定されている以上の変化
がある場合には、前記トランスデューサの前記往路また
は前記復路において取得した前記超音波断層像から前記
３次元超音波画像を生成する構成を有することにより、
診断対象に動きがあるときにはトランスデューサの往路
もしくは復路のみで取得した超音波断層像から正確な３
次元超音波像を生成することができる一方、診断対象に
動きがないときにはトランスデューサの往路と復路の両
方で取得した超音波断層像を組み合わせて細密な３次元
超音波像を生成することができる。
【０００９】本発明の超音波診断装置は、上記発明の特
定事項に加えて、前記３次元画像合成装置は、前記超音
波断層像を合成するために取得する音線密度を変更可能
にした構成を有することにより、３次元超音波像の生成
速度あるいは生成品質に応じて、３次元超音波像の生成
に使用する超音波断層像の枚数や１枚の超音波断層像中
の音線数を増減することができ、例えば、３次元超音波
像をすばやくほしい場合や高品質な３次元超音波像がほ
しい場合などの事情に応じた解像度の品質で３次元超音
波像を適宜生成することができる。
【００１０】本発明の超音波診断装置は、上記発明の特
定事項に加えて、前記３次元画像合成装置は、前記トラ
ンスデューサの前記往路および前記復路において前記超
音波断層像を合成するために取得する音線を前記往路と
前記復路とで異なる位置から間引く構成を有することに
より、前記超音波断層像を合成するために取得する音線
を間引いて３次元超音波像をすばやく生成することがで
き、その音線もトランスデューサの往路と復路とで異な
る位置から間引くことにより、連続的な画像の抜けのな
い高品質な３次元超音波像を生成することができる。
【００１１】本発明の超音波診断装置は、上記発明の特
定事項に加えて、前記３次元画像合成装置は、前記トラ
ンスデューサが前記超音波を送出してから受け取るまで
の送受時間間隔と、前記超音波断層像の合成位置間隔と
に基づいて前記トランスデューサの回転速度を変更する
構成を有することにより、１枚の超音波断層像の取得に
掛かる時間が決まっている場合には、自動的に、その取
得時間にあわせてトランスデューサを回転させることが
でき、超音波断層像を取得するのに必要な時間を確保し
つつトランスデューサを高速回転させて失敗なく３次元
超音波像を迅速に生成することできる。
【００１２】本発明の超音波診断装置は、上記発明の特
定事項に加えて、前記３次元画像合成装置は、前記トラ
ンスデューサの回転速度と、前記超音波断層像の合成位
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置間隔とに基づいて前記超音波断層像を合成するために
取得する音線密度を変更する構成を有することにより、
トランスデューサの回転速度と超音波断層像の取得位置
とが決まっている場合に、１枚の超音波断層像の取得に
掛けられる時間にあわせて、自動的に、その超音波断層
像を合成するために取得する音線の密度を変更すること
ができ、３次元超音波像を合成する際に使用する超音波
断層像の枚数に対するその音線密度を調整して、３次元
超音波像の画質をバランスさせるとともに、その画質の
３次元超音波像を最短時間で生成することができる。
【００１３】本発明の超音波診断装置は、上記発明の特
定事項に加えて、前記回転駆動装置は、前記超音波の送
受に同期させて前記トランスデューサの回転速度を変化
させる構成を有することにより、超音波を送受している
間はトランスデューサの回転速度を遅くする一方、超音
波を送受していない間にはトランスデューサの回転速度
を速くして、超音波を送受する期間を確保しつつトラン
スデューサを高速回転することができ、広視野範囲の３
次元超音波像でもすばやく生成することができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、本発明を図面に基づいて説
明する。図１および図２は本発明に係る超音波診断装置
の第１実施形態を示す図である。
【００１５】図１において、超音波診断装置は、身体の
特定の部位（診断対象Ｔ）の内部状態についての情報を
取得する超音波探触子１０およびその取得データの処理
を行う信号処理装置２０をケーブル３０により電気信号
の送受信を可能に接続して構築されている。
【００１６】超音波探触子１０は、超音波と電気信号を
相互に変換するトランスデューサ１１と、このトランス
デューサ１１を往復回転させる電磁モータ１２と、トラ
ンスデューサ１１の回転角度を検出するエンコーダ１３
と、超音波を伝播するカップリング液を満たしてトラン
スデューサ１１を浸漬させるとともにそのトランスデュ
ーサ１１を回転可能に保持するフレーム１４と、このフ
レーム１４や電磁モータ１２およびエンコーダ１３を収
納するケース１５と、押し当てる診断対象Ｔに超音波を
伝播可能にフレーム１４を閉止するとともにトランスデ
ューサ１１を保護するウィンドウ１６とにより構成され
ている。
【００１７】信号処理装置２０は、トランスデューサ１
１に超音波の送受信をさせる送受信回路２１と、送受信
回路２１からの信号により超音波断層像Ｐ（図２に図
示）を合成する画像合成装置２２と、超音波断層像Ｐを
複数枚記録する記録装置２３と、複数枚の超音波断層像
Ｐから３次元超音波画像を合成する３次元合成装置２４
と、超音波断層像Ｐや３次元超音波画像を表示する表示
装置２５と、電磁モータ１２に駆動信号を送出して回転
駆動させる駆動制御回路２６とにより構成されている。
【００１８】具体的には、超音波探触子１０のウィンド
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ウ１６の上に診断対象Ｔの部位を押し当てた状態で診断
動作が開始されると、図２に示すように、駆動制御回路
２６がエンコーダ１３からの検出情報に基づいて電磁モ
ータ１２を駆動して、トランスデューサ１１がウィンド
ウ１６に対面する水平位置Ｈから時計回りに回転し、垂
直Ｖに対して角度＋αで傾斜する実線で示す回転開始位
置まで移動した後に（あるいは、ここを待機位置として
もよい）、そのトランスデューサ１１による超音波の送
受によって診断対象Ｔ内の垂直方向の超音波断層面につ
いての変換信号を取得する動作を開始するようになって
おり、トランスデューサ１１から送受信回路２１を介し
て受け取ったその変換信号に基づいて、画像合成装置２
２がその診断対象Ｔの角度＋αにおける１枚目の超音波
断層像ｐ１１を合成し、そのトランスデューサ１１の回
転角度と回転方向と共に記録装置２３に記録するのと同
時に、表示装置２５に送ってその超音波断層像ｐ１１を
表示出力する。
【００１９】また、この角度＋αにおける超音波断層像
ｐ１１の取得動作と同時に、駆動制御回路２６がトラン
スデューサ１１を矢印Ｄ１方向に回転させるように電磁
モータ１２を駆動させるようになっており、送受信回路
２１はエンコーダ１３からの検出情報に基づいてトラン
スデューサ１１が予め設定されている所定角度θだけ回
転したことを検知すると、その回転角度における次の超
音波断層像ｐ１ｍの記録装置２３への記録と共に表示装
置２５への表示出力を行うようになっている。そして、
これをトランスデューサ１１が垂直Ｖから反時計回りに
回転して角度－αの破線で示す回転終了角度位置に到達
するまで繰り返すことにより、ｎ枚の超音波断層像ｐ１
１～ｐ１ｎを取得するようになっており、トランスデュ
ーサ１１が回転終了角度－αに到達したときには、記録
装置２３に記録保持する超音波断層像ｐ１１～ｐ１ｎを
３次元合成装置２４に送信することにより、それぞれの
回転角度に基づいて３次元超音波像の合成を行って生成
した３次元超音波像を表示装置２５に表示出力する。
【００２０】この回転終了角度－αに到達したトランス
デューサ１１は、逆方向である矢印Ｄ２方向への回転を
開始して、その位置（診断対象Ｔの角度－α）での１枚
目の超音波断層像ｐ２１の記録装置２３への記録と共に
表示装置２５への表示出力を行って、以降同様に、回転
開始角度＋αまでにｎ枚の超音波断層像ｐ２１～ｐ２ｎ
を取得して記録装置２３に記録するとともに、この記録
装置２３に記録保持する２ｎ枚の超音波断層像ｐ１１～
ｐ１ｎ、ｐ２１～ｐ２ｎを３次元合成装置２４に送信す
ることにより、それぞれの回転角度に基づいて交互にな
るように合成して生成した３次元超音波像を表示装置２
５に表示出力する。
【００２１】この後には、トランスデューサ１１は、再
度、回転開始角度＋αから回転終了角度－αに向けて矢
印Ｄ１方向への回転を開始して、取得したｎ枚の超音波
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断層像ｐ１１～ｐ１ｎを記録装置２３に記録することに
より更新し、この記録装置２３に記録保持する２ｎ枚の
超音波断層像ｐ１１～ｐ１ｎ、ｐ２１～ｐ２ｎを３次元
合成装置２４に送信して生成（合成）した３次元超音波
像を表示装置２５に表示出力するようになっており、こ
のように回転開始角度＋αと回転終了角度－αとの間を
トランスデューサ１１が往復回転することにより、矢印
Ｄ１の方向の往路と矢印Ｄ２方向の復路のそれぞれの異
なる回転角度で取得した２ｎ枚の超音波断層像ｐ１１～
ｐ１ｎ、ｐ２１～ｐ２ｎを交互になるように合成するこ
とを繰り返して生成した３次元超音波像を表示装置２５
に表示出力するようになっている。
【００２２】したがって、トランスデューサ１１の往路
または復路の一方で２ｎ枚の超音波断層像Ｐを取得する
よりも、トランスデューサ１１の回転速度を最高で２倍
にして往復回転させることができ、往路または復路です
べての超音波断層像Ｐを取得したのと同等の品質で３次
元超音波像を生成することができる。
【００２３】このように本実施形態においては、トラン
スデューサ１１の往路や復路で取得する超音波断層像Ｐ
の枚数を往路または復路の一方のみで取得する場合より
も少なくしてトランスデューサ１１を高速に往復回転さ
せることができ、取得した超音波断層像Ｐを合成して３
次元超音波像を短時間に生成することができる。したが
って、複数の超音波断層像Ｐを並列受信して合成する場
合に較べて、簡易な装置構成、駆動制御、信号処理によ
って、細密で高品質な３次元超音波像を半分の周期で高
速に生成することができる。
【００２４】次に、図３は本発明に係る超音波診断装置
の第２実施形態を示す図である。なお、本実施形態は、
上述実施形態と略同様に構成されているので、図面を流
用して、同様な構成には同一の符号を付して特徴部分を
説明する（以下で説明する他の実施形態においても同
様）。
【００２５】図３において、信号処理装置２０は、送受
信回路２１、画像合成装置２２、記録装置２３、３次元
合成装置２４、表示装置２５、および駆動制御回路２６
に、画像比較装置３１を加えて構成されており、この画
像比較装置３１は、隣接する回転角度での超音波断層像
Ｐを比較して、その超音波断層像Ｐの相対的な変化が予
め設定されている設定値未満の場合には、トランスデュ
ーサ１１の往路における超音波断層像ｐ１ｍと復路にお
ける超音波断層像ｐ２ｍとを類似する画像として合成し
３次元超音波像を生成することを許容する一方、超音波
断層像Ｐの相対的な変化が設定値以上の場合には、その
超音波断層像ｐ１ｍと超音波断層像ｐ２ｍとは類似して
いないとして合成することを制限して一方のみで３次元
超音波像を生成するようになっている。
【００２６】具体的には、画像比較装置３１は、記録装
置２３内にｎ枚の超音波断層像ｐ１１～ｐ１ｎまたは超
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7
音波断層像ｐ２１～ｐ２ｎが記録・更新される度に（あ
るは並行して）、その記録装置２３内に保持されている
２ｎ枚の超音波断層像ｐ１１～ｐ１ｎ、ｐ２１～ｐ２ｎ
うちから、まず、例えば、隣接する超音波断層像ｐ１１
と超音波断層像ｐ２ｎとをその画素毎に比較して、その
変化が設定値未満で類似すると判断した場合には、続け
て、次に隣接する超音波断層像ｐ２ｎと超音波断層像ｐ
１２との比較をして、類似する超音波断層像Ｐが連続し
ているときには、その記録装置２３に記録保持する２ｎ
枚の超音波断層像ｐ１１～ｐ１ｎ、ｐ２１～ｐ２ｎを３
次元合成装置２４に送信して生成した３次元超音波像を
表示装置２５に表示出力する一方、類似しない超音波断
層像Ｐが含まれていたときには、あるタイミングで変化
していたと判断して、その記録装置２３に記録保持する
最新のｎ枚の超音波断層像ｐ１１～ｐ１ｎまたはｐ２１
～ｐ２ｎの一方のみを３次元合成装置２４に送信して生
成した３次元超音波像を表示装置２５に表示出力するよ
うになっている。
【００２７】このように本実施形態においては、上述実
施形態による作用効果に加えて、診断対象Ｔが急激に動
かない場合には、トランスデューサ１１が往復回転する
ことにより取得した２ｎ枚の超音波断層像ｐ１１～ｐ１
ｎ、ｐ２１～ｐ２ｎのすべてを用いて細密な３次元超音
波像を生成して表示出力することができる一方、診断対
象Ｔがあるタイミングに急激に動いた場合にも、往路ま
たは復路のいずれかで取得した超音波断層像ｐ１１～ｐ
１ｎまたはｐ２１～ｐ２ｎの一方のみに絞って正確な３
次元超音波像を生成して表示出力することができる。し
たがって、常に往路および復路で取得した超音波断層像
ｐ１１～ｐ１ｎ、ｐ２１～ｐ２ｎを合成して不正確な３
次元超音波像を表示出力することにより診断不能になっ
てしまうことを回避することができる。なお、本実施形
態では、診断対象Ｔが突然動いた場合にも自動的に対応
することができるが、動くことが予想される診断対象の
ときには、往路・復路で取得する超音波断層像Ｐの枚数
を２倍にするように設定できるようにしてもよい。
【００２８】次に、図４～図６は本発明に係る超音波診
断装置の第３実施形態を示す図である。
【００２９】図１において、まず、上述実施形態の画像
合成装置２２が合成する１枚の超音波断層像Ｐは、図４
に示すように、トランスデューサ１１の長さに応じた視
野範囲Ｗ内のｒ本の音線ｑ１、ｑ２、～ｑ（ｒ－１）、
ｑｒにより構成されており、音線ｑ１～ｑｒのそれぞれ
を取得するのに要する時間ｔａは、１本の音線Ｑを取得
するのに時間ｔ０づつ掛かることから、次式①のように
示される。
ｔａ＝ｔ０×ｒ  ・・・①
【００３０】また、３次元合成装置２４が合成する３次
元超音波像は、図５に示すように、その合成に使用する
超音波断層像Ｐの枚数は２ｎ枚であることから、３次元
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超音波像を合成するのに要する時間ｔｖ（秒）は次式②
のように示される。
ｔｖ＝ｔａ×２ｎ＝ｔ０×ｒ×２ｎ  ・・・②
【００３１】これに対して、本実施形態の画像合成装置
２２は、図６に示すように、音線ｑ１、ｑ３、ｑ５、～
ｑ（ｒ－２）、ｑｒというように間引いた音線Ｑから超
音波断層像Ｐを合成することにより、１枚の超音波断層
像Ｐを合成するのに必要な音線Ｑの本数を削減して、そ
の視野範囲Ｗを変更することなく超音波断層像Ｐを取得
するのに要する時間を減少させることができるようにな
っており、例えば、不図示の操作部から高速診断の指示
ボタンを押下されたときには、超音波断層像Ｐを合成す
るために取得する音線密度を低減する方向に変更して３
次元超音波像を生成するのに要する時間ｔｖを小さくす
ることにより、上述実施形態よりもさらにすばやく３次
元超音波像を表示装置２５に表示出力することができる
ようになっている。なお、音線Ｑは、送受信回路２１ま
たは画像合成装置２２のいずれで間引いてもよいことは
いうまでもない。
【００３２】このように本実施形態においては、上述実
施形態による作用効果に加えて、診断するために表示装
置２５に表示出力する３次元超音波像を、その診断の事
情に応じて、例えば、高品質にするよりもすばやく表示
出力することが必要であるときには、超音波断層像Ｐを
構成する音線Ｑを間引いて迅速に３次元超音波像を生成
し表示出力することができる。したがって、診断の都合
に応じた３次元超音波像を適宜生成することができ、必
要な解像度で診断対象Ｔの３次元超音波像を表示出力す
ることができる。
【００３３】なお、本実施形態では、超音波断層像Ｐを
構成する音線Ｑを間引くが、１枚の超音波断層像Ｐを適
宜間引いても同様の効果を得ることができることはいう
までもない。
【００３４】また、本実施形態の他の態様としては、ト
ランスデューサ１１の往路と復路から間引く音線Ｑが隣
接して連続しないように交互に位置をずらすように構成
してもよい。具体的には、図７に示すように、トランス
デューサ１１の往路では、音線ｑ１、ｑ３、～ｑ（ｒ－
２）、ｑｒを間引いた音線Ｑから超音波断層像Ｐを合成
する一方、トランスデューサ１１の復路では、音線ｑ
２、ｑ４、～ｑ（ｒ－３）、ｑ（ｒ－１）を間引いた音
線Ｑから超音波断層像Ｐを合成することにより、図６に
示す上述実施形態のように、往路と復路とで間引いた音
線Ｑが並んでしまうことがなく、連続する画素の抜けた
部分が３次元超音波像に現れてしまうことを回避するこ
とができる。このように構成することによって、品質を
大きく損なうことなく、３次元超音波像を生成すること
ができる。したがって、すばやく３次元超音波像を表示
出力する必要があるときでも、高品質な３次元超音波像
を迅速に生成して表示出力することができる。
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【００３５】次に、図８は本発明に係る超音波診断装置
の第４実施形態を示す図である。
【００３６】図１において、駆動制御回路２６は、エン
コーダ１３からの検出情報に基づいて電磁モータ１２を
駆動制御することにより、図８に示すように、トランス
デューサ１１を矢印Ｄ１方向または矢印Ｄ２方向に往復
回転するとともに、送受信回路２１は、エンコーダ１３
からの検出情報に基づいてトランスデューサ１１の回転
開始角度＋αから設定角度θ毎の超音波断層像Ｐおよび
回転終了角度－αから設定角度θ毎の超音波断層像Ｐを
取得するようになっており、この駆動制御回路２６は、
超音波断層像Ｐの１枚を取得するのに時間ｔａ（ｓ）を
要するので、次式③の成立する回転速度ωＴ（ｒａｄ／
ｓ）でトランスデューサ１１を矢印Ｄ１、Ｄ２方向へ回
転させ、超音波断層像Ｐの取得動作と同期させて、それ
ぞれの回転方向毎に、回転角度間隔θ（ｒａｄ）での各
ｎ枚の超音波断層像Ｐを取得するようになっている。
ωＴ≦（θ／ｔａ）  ・・・③
【００３７】したがって、トランスデューサ１１は、式
③を満たす上限値を超えない回転速度ωＴで回転させる
ことができ、超音波断層像Ｐを取得可能な回転速度ωＴ
の限界を設定することができる。
【００３８】このように本実施形態においては、上述実
施形態による作用効果に加えて、取得間隔θ毎に１枚の
超音波断層像Ｐを取得するのに掛かる時間ｔａにあわせ
てトランスデューサ１１を回転させることができ、超音
波断層像Ｐの取得時間ｔａが増大した場合でもトランス
デューサ１１の回転速度ωＴを低減することにより超音
波断層像Ｐの取得時間ｔａと取得間隔θを維持すること
ができるとともに、超音波断層像Ｐの取得時間ｔａが減
少した場合にはトランスデューサ１１の回転速度ωＴを
上げることにより３次元超音波像の生成全体に掛かる時
間を減少することもできる。したがって、超音波断層像
Ｐを取得するのに必要な時間ｔａを確保しつつ、トラン
スデューサ１１を停止させるなどの無駄な待ち時間や制
御を不要にすることができ、トランスデューサ１１を効
率よく、かつ、安定して回転させて確実に３次元超音波
像を迅速に生成することできる。
【００３９】また、本実施形態の他の態様としては、図
示することは省略するが、超音波断層像Ｐを取得するの
に要する時間ｔａによりトランスデューサ１１の回転速
度ωＴを変化させるのではなく、そのトランスデューサ
１１の回転速度ωＴと超音波断層像Ｐの取得間隔θが固
定されている場合には、上記式③から１枚の超音波断層
像Ｐを取得するのに掛けられる時間ｔａを算出し、その
時間ｔａ内に超音波断層像Ｐを取得できるように、上記
式①に基づいて１枚の超音波断層像Ｐの視野範囲Ｗ内の
音線Ｑを間引いて音線取得密度を変更するように構成し
てもよい。このように構成することにより、トランスデ
ューサ１１の回転速度ωＴと超音波断層像Ｐの取得間隔
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θとを固定したまま所望の速さで３次元超音波像を生成
することができ、３次元超音波像を合成する際に使用す
る超音波断層像Ｐの音線Ｑの密度を調整して生成速度な
どにバランスさせた所望の画質の３次元超音波像を最短
時間で生成することができる。
【００４０】次に、図９は本発明に係る超音波診断装置
の第５実施形態を示す図である。
【００４１】図１において、トランスデューサ１１が送
出して診断対象Ｔ内で反射された後に受け取る超音波の
音圧分布は、図９に縦軸を音圧レベルとするとともに横
軸を診断対象Ｔに対するトランスデューサ１１の相対位
置として示すように、トランスデューサ１１が回転する
ことなく相対位置ｈ１で超音波を送受する場合には、そ
の超音波をピークレベルＬ１で受信することができる
が、トランスデューサ１１が回転している場合には、そ
のトランスデューサ１１の回転速度ωＴと反射してくる
超音波が到達するまでの時間に応じてその音圧レベルは
低下することになり、その積が大きくなるに連れて、例
えば、相対位置ｈ２ではピークレベルＬ１よりも低下し
た音圧レベルＬ２の超音波を受信し、さらに相対位置ｈ
３ではより低下した音圧レベルＬ３の超音波を受信する
ことになる。
【００４２】このように、回転速度ωＴを上げるにして
もトランスデューサ１１が一定レベル以上の超音波を受
信するためには限界があることから、本実施形態の駆動
制御回路２６は、トランスデューサ１１の超音波の送受
に同期させつつその回転速度ωＴを変化させるようにな
っており、具体的には、トランスデューサ１１の回転速
度ωＴは、図１０に縦軸を回転速度ωＴとするとともに
横軸を時間として示すように、超音波を送出してから受
信するまでの平均回転速度ωＴ１を、全体の平均回転速
度ωＴａより低くなるように設定して、超音波の送受
（超音波断層像Ｐの取得）は平均回転速度ωＴａよりも
低い速度で回転しているタイミングに行うようになって
いる。
【００４３】したがって、トランスデューサ１１は、往
路方向または復路方向の回転中に連続的にその速度を可
変しつつ超音波の送受を行うことができ、超音波を送受
するタイミング中には、送信した超音波を一定レベル以
上で受信することのできる限界の速度以下で回転させる
ことにより、支障なく超音波断層像Ｐを取得することが
できるとともに、超音波を送受するタイミング以外では
平均回転速度ωＴａよりも高速に回転させることができ
る。
【００４４】このように本実施形態においては、上述実
施形態による作用効果に加えて、超音波を送受するタイ
ミング中であるか否かに応じてトランスデューサ１１の
回転速度ωＴを変化させることができ、超音波を送受す
る期間を確保しつつトランスデューサを高速回転させる
ことができる。したがって、診断対象Ｔが広視野範囲Ｌ
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の場合でもその３次元超音波像をすばやく生成すること
ができる。
【００４５】
【発明の効果】以上説明したように、本発明は、トラン
スデューサの往路と復路のそれぞれにおける異なる角度
での超音波断層像を取得することにより、その往路や復
路で取得する超音波断層像の枚数を一方のみで取得する
場合よりも少なくしてトランスデューサを高速に往復回
転させることができ、取得した超音波断層像を組み合わ
せて３次元超音波像を短時間に生成することができる。
したがって、複数の並列受信のように装置構成や制御・
処理を複雑にすることなく、３次元超音波像の細密さを
維持しつつその３次元超音波像の生成周期を高速化する
ことができ、高品質な３次元超音波像を取得可能で安価
な超音波診断装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の第１実施形態を
示す概略全体構成図
【図２】本発明の第１実施形態の動作を説明する概念図
【図３】本発明に係る超音波診断装置の第２実施形態の
要部を示す構成図
【図４】本発明に係る超音波診断装置の第３実施形態に
より取得する超音波断層像を説明するための概念図
【図５】本発明の第３実施形態により取得する超音波断
層像を説明するための概念図
【図６】本発明の第３実施形態により取得する超音波断
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層像を示す概念図
【図７】本発明の第３実施形態の他の態様により取得す
る超音波断層像を示す概念図
【図８】本発明に係る超音波診断装置の第４実施形態の
動作を説明する概念図
【図９】本発明に係る超音波診断装置の第５実施形態に
よる超音波の送受を説明する概念図
【図１０】本発明の第５実施形態の動作を説明する概念
図
【符号の説明】
１０ 超音波探触子
１１ トランスデューサ
１２ 電磁モータ
１３ エンコーダ
１６ ウィンドウ
２０ 信号処理装置
２１ 送受信回路
２２ 画像合成装置
２３ 記録装置
２４ ３次元合成装置
２５ 表示装置
２６ 駆動制御回路
３１ 画像比較装置
ｑ 音線
ｐ 超音波断層像
θ 間隔

【図１】 【図２】
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解决的问题：提供一种廉价且高性能的超声诊断设备，该设备能够以简
单的结构在短时间内获取精细的三维超声图像。 解决方案：当用于发送
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过接收在诊断目标T内部发送和反射的超声波来接收超声断层图像。 在
用于将通过合成P而生成的三维图像显示并输出到显示装置25的超声诊断
设备10中，换能器11往复旋转，并且超声断层图像P相对于诊断目标T以
不同的角度在向外路径和向后路径P中相对于诊断目标T旋转。 通过交替
获取和来生成三维超声图像。
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